
JP 6531175 B2 2019.6.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧用、メイクアップ用、またはケア用の製品(P)をヒトケラチン繊維、特にまつ毛お
よび/または眉毛に塗布するためのアプリケータ(2)であって、柄(7)と、その遠位端(11)
に、長手方向軸(X)に沿って延在する芯(10)を有するアプリケータ部材(8)とを有し、
　前記柄(7)が、直線状長手方向軸(Y)に沿って延在する直線状部分(7a)と、曲線を成す長
手方向軸(Z)に沿って延在する湾曲状部分(7b)とを有し、
　前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y)と前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b
)の前記長手方向軸(Z)との間の、前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y)に垂直に測定
された距離(dt)が、前記柄(7)の遠位端(11)の方向に前記湾曲状部分(7b)の長さの少なく
とも一部に沿って増加し、
　前記芯(10)の前記長手方向軸(X)と前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y
)との間の、前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y)に垂直に測定された距離(do)が、前
記柄(7)の遠位端(11)から前記アプリケータ部材(8)の長さの少なくとも一部に沿って遠ざ
かることによって減少し、
　前記芯(10)の前記長手方向軸(X)と前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y
)との間の距離は、前記芯(10)の近位端(14)および遠位端(13)からある距離に位置する、
前記芯(10)の点のところで、最小値(Do)となる、
アプリケータ。
【請求項２】
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　前記柄(7)の前記直線状部分(7a)が、その長さの少なくとも半分に沿って、特にその長
さの少なくとも3分の2に沿って延在する、請求項1に記載のアプリケータ。
【請求項３】
　前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b)が、一定の曲率半径(R1)を有する円の弧に沿って延在
する、請求項1または2に記載のアプリケータ。
【請求項４】
　前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b)の断面が、その長さの少なくとも一部に沿って前記柄(
7)の遠位端(11)の方向に狭まる、請求項1から3のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項５】
　前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y)と前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b
)の前記長手方向軸(Z)との間の距離(dt)が、前記アプリケータ部材(8)が前記柄(7)に取り
付けられている点のところで最大値(Dt)に到達し、この最大距離が、特に1.5mmから5.5mm
の間である、請求項1から4のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項６】
　前記最大距離(Dt)は、2.65mmから4.5mmの間である、請求項5に記載のアプリケータ。
【請求項７】
　前記芯(10)の前記長手方向軸(X)と前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y
)との間の距離が、前記芯(10)の長さの3分の1から3分の2の間で、最小値(Do)となる、請
求項1から6のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項８】
　前記芯(10)の前記長手方向軸(X)と前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y
)との間の距離は、次いで、前記芯(10)の遠位端(13)の方向に増加する、請求項7に記載の
アプリケータ。
【請求項９】
　前記芯(10)の前記長手方向軸(X)が、特に、一定の曲率半径(R2)を有する円の弧に沿っ
たその長さの少なくとも一部に沿って延在して、曲線を成す、請求項1から8のいずれか一
項に記載のアプリケータ。
【請求項１０】
　前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b)の前記曲率半径(R1)と前記芯(10)の前記曲率半径(R2)
との間の差の絶対値と、前記柄(7)の前記湾曲状部分(7b)の前記曲率半径(R1)との比(|R1-
R2|/R1)が、0.1から3の間である、請求項9に記載のアプリケータ。
【請求項１１】
　前記比(|R1-R2|/R1)は、0.2から1.6の間である、請求項10に記載のアプリケータ。
【請求項１２】
　前記芯(10)の遠位端(13)および前記柄(7)の遠位端(11)が、前記柄(7)の前記直線状部分
(7a)の前記長手方向軸(Y)に平行な直線(Dp)上に位置する、請求項1から11のいずれか一項
に記載のアプリケータ。
【請求項１３】
　前記芯(10)が、前記柄(7)の前記直線状部分(7a)の前記長手方向軸(Y)の、前記柄(7)の
遠位端(11)と同じ側に延在する、請求項1から12のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項１４】
　前記芯(10)の遠位端(13)が、前記柄(7)の近位端(12)に対して中心が外れている、請求
項1から13のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項１５】
　前記アプリケータ部材(8)が、前記芯(10)によって支持されるとともに前記芯(10)の周
り全体に複数の長手方向列(31、32、33、34、35、36、37、38、39)の形で配置されている
、塗布要素(18、16、15、19)を有する、請求項1から14のいずれか一項に記載のアプリケ
ータ。
【請求項１６】
　前記アプリケータ部材(8)の前記芯(10)が、その長手方向軸(X)に垂直にみたときに、三
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角形の全体形状をもつ断面を有する、請求項1から15のいずれか一項に記載のアプリケー
タ。
【請求項１７】
　前記芯(10)が、3つの面(21、22、23)を有し、第1の面(21)が、塗布要素(16、15、19)の
少なくとも1つの長手方向列(31、32、33、39)を支持し、第2の面(22)および第3の面(23)
がそれぞれ、塗布要素(18)の少なくとも1つの長手方向列(34、35、37、38)、特に2つの列
を支持し、前記芯(10)が、特に、前記第2の面(22)と前記第3の面(23)との間の稜線(24)上
に位置する塗布要素(18)の追加の長手方向列(36)を支持する、請求項1から16のいずれか
一項に記載のアプリケータ。
【請求項１８】
　前記芯(10)の前記第1の面(21)が、塗布要素(16)の2つの長手方向外側列(31、33)とそれ
らが囲む、前記2つの長手方向外側列(31、33)に対して軸方向にオフセットされている塗
布要素(15)の長手方向中心列(32)とを支持する、請求項17に記載のアプリケータ。
【請求項１９】
　前記2つの長手方向外側列(31、33)内の前記塗布要素(16)が、半円錐形形状を有し、前
記長手方向中心列(32)内の前記塗布要素(15)が、角錐形形状を有する、請求項18に記載の
アプリケータ。
【請求項２０】
　ブレードの形をとり、それぞれが特に前記芯(10)の前記長手方向軸(X)に対して横断方
向に延在する塗布要素(19)の長手方向列(39)を、前記芯(10)の前記第1の面(21)が支持す
る、請求項1から17のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項２１】
　前記芯(10)の前記第2の面(22)および前記第3の面(23)上、ならびにそれらの間の前記稜
線(24)上の前記塗布要素(18)が、前記芯(10)の前記長手方向軸(X)の周りに塗布要素(18)
の円周方向列(41、42)の形で配置され、前記芯(10)の前記長手方向軸(X)に沿った連続す
る2つの円周方向列(41、42)が、特に円周方向列(41)の前記塗布要素(18)間の角度ピッチ
の半分に等しい、ゼロ以外の角度で、角度的にオフセットされる、
請求項17から20のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項２２】
　前記アプリケータ部材(8)が成形され、特に、二重射出成形または単一射出成形によっ
て前記柄(7)とともに作製される、請求項1から21のいずれか一項に記載のアプリケータ。
【請求項２３】
　化粧用、メイクアップ用、またはケア用の製品(P)をパッケージングし、それをヒトケ
ラチン繊維、特にまつ毛および/または眉毛に塗布するためのデバイス(1)であって、請求
項1から22のいずれか一項に記載のアプリケータ(2)と、前記製品(P)を収容する容器(3)と
を有する、デバイス(1)。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧用、メイクアップ用、またはケア用の製品、特にマスカラを、ヒトケラ
チン繊維、特にまつ毛および/または眉毛に塗布するためのアプリケータ、ならびに塗布
される製品を収容する容器とアプリケータとを有するパッケージングおよび塗布デバイス
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　それ自体で知られている通り、これらのアプリケータは、柄と、その端部にアプリケー
タ部材とを有する。柄は、直線状長手方向軸または非直線状長手方向軸に沿って延在し得
る。アプリケータ部材は、直線状長手方向軸または非直線状長手方向軸に沿って延在する
芯を有することがあり、柄と一直線上に延在することも、柄と肘状屈曲を成すこともある
。これらの構成が、ユーザにさまざまな保持の仕方および可能な使用法を提供し、それに
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より、メイクアップ効果に変化をつけることが可能になっている。
【０００３】
　米国特許第3343551号および出願WO99/22782では、アプリケータ部材と直線状長手方向
軸に沿って延在する柄との間に肘状屈曲を有する、アプリケータを開示している。
【０００４】
　出願FR2738466では、湾曲状柄と、柄の湾曲と一直線上に、または柄と肘状屈曲を成し
て、直線状長手方向軸に沿って延在するアプリケータ部材とを有する、アプリケータにつ
いて記載している。
【０００５】
　出願FR2831033および実開昭58-88912では、長手方向軸に沿って延在する柄と湾曲状ア
プリケータ部材とを有する、アプリケータを開示している。
【０００６】
　出願WO2010/125188では、直線状柄と、柄の軸とは同じ軸上にない直線状塗布部材とを
備え、斜めの直線状部分がそれらを接合する、マスカラアプリケータについて記載してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第3343551号
【特許文献２】国際公開第99/22782号
【特許文献３】出願FR2738466
【特許文献４】出願FR2831033
【特許文献５】実開昭58-88912号公報
【特許文献６】国際公開第2010/125188号
【特許文献７】国際公開第2006/090343号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　製品をヒトケラチン繊維に塗布するためのアプリケータを、その性能を改善するために
、より具体的には、メイクアップの容易な塗布を促進するとともにユーザにさまざまな可
能な効果をもたらすように、効果的な保持の仕方を可能にし、かつ人間工学に基づくアプ
リケータを提供するために、さらに改善する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、この目的およびその主題を満たそうとするものであり、本発明の態様の1つ
によれば、化粧用、メイクアップ用、またはケア用の製品をヒトケラチン繊維、特にまつ
毛および/または眉毛に塗布するためのアプリケータであって、柄と、その遠位端に、長
手方向軸に沿って延在する芯を有するアプリケータ部材とを有し、
柄が、直線状長手方向軸に沿って延在する直線状部分と、曲線を成す長手方向軸に沿って
延在する湾曲状部分とを有し、
柄の直線状部分の長手方向軸と柄の湾曲状部分の長手方向軸との間の、前記直線状部分の
長手方向軸に垂直に測定された距離が、柄の遠位端の方向に湾曲状部分の長さの少なくと
も一部に沿って増加し、
芯の長手方向軸と柄の直線状部分の長手方向軸との間の、前記直線状部分の長手方向軸に
垂直に測定された距離が、柄の遠位端からアプリケータ部材の長さの少なくとも一部に沿
って遠ざかることによって減少する、アプリケータである。
【００１０】
　したがって柄は、有利には、遠位側で、直線状部分の前記長手方向軸に対して特定の湾
曲方向に湾曲状であり、アプリケータ部材は、この湾曲方向とは反対方向に延在する。
【００１１】



(5) JP 6531175 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

　したがって、柄は、それがアプリケータ部材に取り付けられている点のところで、肘状
屈曲を成すことができる。この肘状屈曲が、柄とアプリケータ部材との間に隙間を形成し
、人間工学に基づく形状および有利な幾何形状をアプリケータにもたらす。したがって、
このアプリケータを使用して製品を塗布することは、容易かつ直感的である。
【００１２】
　本発明により、ユーザはこのアプリケータを、製品を塗布する領域に応じてさまざまに
保持することができるため、ユーザはメイクアップ効果を簡単に達成できるようになる。
ユーザは特に、一部の知られているアプリケータのように柄がユーザの頬に接触すること
によって妨げられることなく、目の外端および内端に位置するまつ毛に到達することがで
きる。
【００１３】
　本発明によるアプリケータはその上、知られているアプリケータと比べて大いに異なる
メイクアップ塗布角度を可能にする。
【００１４】
　最後に、アプリケータ上に製品を堆積(load)させることも、目の端の短いまつ毛をメイ
クアップするのに役立ち得、というのも、アプリケータ部材の近位端および遠位端のとこ
ろで芯によって支持される塗布要素のほうが、アプリケータ部材に沿った中程に位置する
ものよりも多くこすりつけられ得るためである。
【００１５】
　「要素の長手方向軸」という表現は、前記軸に沿って延在する要素の断面の重心全てを
つなぐ線を表す。長手方向軸は、中心軸であってもよく、特に前記要素が円形断面または
正多角形の全体形状をとる断面を有するときには、前記要素の対称軸でさえあってもよい
。長手方向軸は、ある面内に含まれていてよく、この面は、前記要素の断面のうちのいく
つかについて、または全てについてさえ、対称面であってよい。
【００１６】
柄およびアプリケータ部材
　好ましくは、柄の直線状部分は、その長さの少なくとも半分に沿って、特にその長さの
少なくとも3分の2に沿って延在する。
【００１７】
　柄の湾曲状部分は、一定の曲率半径を有する円の弧に沿って延在してよい。一変形形態
では、柄の湾曲状部分は、可変な曲率半径をもつ円の弧に沿って延在する。
【００１８】
　柄の湾曲状部分の断面は、その長さの少なくとも一部に沿って柄の遠位端の方向に狭ま
ってよい。
【００１９】
　柄の直線状部分の長手方向軸と柄の湾曲状部分の長手方向軸との間の距離は、有利には
、アプリケータ部材が柄に取り付けられている点のところで最大値に到達する。この最大
値は、1.5mmから5.5mmの間、さらに良好には2.65mmから4.5mmの間であってよい。
【００２０】
　芯の長手方向軸と柄の直線状部分の長手方向軸との間の距離は、有利には、芯の近位端
および遠位端からある距離のところに、特に芯の長さの3分の1から3分の2の間に位置する
、芯の点のところで、最小値となり、次いで、好ましくは、芯の遠位端の方向に、特に柄
の直線状部分の長手方向軸と柄の湾曲状部分の長手方向軸との間の距離の最大値に到達す
るまで増加する。
【００２１】
　アプリケータ部材の芯は、有利には、柄の直線状部分の長手方向軸および柄の湾曲状部
分の長手方向軸とは異なる長手方向軸に沿って延在する。
【００２２】
　好ましい一実施形態では、アプリケータ部材の芯の長手方向軸は、特に、一定の曲率半
径を有する円の弧に沿ったその長さの少なくとも一部に沿って延在して、曲線を成す。一
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変形形態では、アプリケータ部材の芯の長手方向軸は、可変な曲率半径をもつ円の弧に沿
ったその長さの少なくとも一部に沿って延在する。
【００２３】
　ユーザは、製品をまつ毛に塗布するために、アプリケータ部材の凹部を目に対して位置
付けることができる。芯は、有利には、その長さに沿った少なくとも1点において柄の直
線状部分の長手方向軸とゼロ以外の角度を成す、長手方向軸に沿って延在する。
【００２４】
　一変形形態では、アプリケータ部材の芯は、直線状長手方向軸に沿って延在する。
【００２５】
　アプリケータ部材の芯の長手方向軸が曲線を成すとき、柄の湾曲状部分の曲率半径R1と
芯の曲率半径R2との間の差の絶対値と、柄の湾曲状部分の曲率半径との比|R1-R2|/R1は、
0.1から3の間、さらに良好には0.2から1.6の間である。柄の湾曲状部分の曲率半径とアプ
リケータ部材の芯の曲率半径は、好ましくは実質的に同じである。
【００２６】
　アプリケータ部材の芯の接線は、柄の直線状部分の長手方向軸に平行であってよい。
【００２７】
　柄の直線状部分の長手方向軸と、一方で柄の遠位端を通過し、他方で柄が湾曲し始める
地点においてこの軸と交差する直線との間の角度オフセットは、5°から55°の間、さら
に良好には10°から45°の間であってよい。
【００２８】
　芯の遠位端および柄の遠位端は、柄の直線状部分の長手方向軸に平行な全く同じ直線上
に位置してよい。
【００２９】
　芯は、柄の直線状部分の長手方向軸の、柄の遠位端と同じ側に延在してよい。
【００３０】
　芯の遠位端は、柄の近位端に対して中心が外れていてよい。
【００３１】
芯および塗布要素
　アプリケータ部材は、有利には、芯によって支持されるとともに芯の周り全体に複数の
長手方向列の形で配置されている、塗布要素を有する。
【００３２】
　「塗布要素」という表現は、ヒトケラチン繊維と係合するためのものである、個々に区
別可能な突出した要素を表す。
【００３３】
　これらの塗布要素は、スパイク、ブレード、またはアーチとすることができる。
【００３４】
　本発明の好ましい一実施形態では、アプリケータ部材の芯は、その長手方向軸に垂直に
みたときに、三角形の全体形状をもつ断面を有する。変形形態では、芯は、異なる形状、
特に円形形状をもつ断面を有する。芯の最大横断寸法は、1.6mmから5mmの間であってよい
。
【００３５】
　芯は、3つの面を有してよく、第1の面が、塗布要素の少なくとも1つの長手方向列を支
持し、第2の面および第3の面がそれぞれ、塗布要素の少なくとも1つの長手方向列、特に2
つの列を支持し、芯は、例えば、第2の面と第3の面との間の稜線上に位置する塗布要素の
追加の長手方向列を支持する。
【００３６】
　各長手方向列の軸は、好ましくは、芯の長手方向軸に平行である。
【００３７】
　長手方向列の数は、偶数であってよい。合計で、塗布要素の少なくとも6つの長手方向
列があってよい。
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【００３８】
　芯の第1の面は、塗布要素の少なくとも2つの長手方向外側列と、それらが囲む、特に、
前記2つの外側列に対して軸方向にオフセットされている塗布要素の長手方向中心列とを
支持してよい。「軸方向にオフセットされている長手方向列」という表現は、外側列内の
同じ段の塗布要素が、中心列内の同じ段の塗布要素と同じ、芯の長手方向軸に沿った位置
を占有しないことを意味するものとして理解されたい。
【００３９】
　2つの外側列内の塗布要素は、半円錐形形状を有するスパイクであってよく、中心列内
の塗布要素は、角錐形形状を有するスパイクであってよい。
【００４０】
　芯の第2の面および第3の面上、ならびにそれらの間の稜線上の塗布要素は、円錐形形状
をもつスパイクであってよい。
【００４１】
　一変形形態では、ブレードの形をとり、それぞれが特に芯の長手方向軸に対して横断方
向に延在する塗布要素の単一の長手方向列を、芯の第1の面が支持する。
【００４２】
　ブレードの形をとるこれらの塗布要素は、それらの側面に、芯の長手方向軸に対して横
断方向に延在する補強材を有してよい。
【００４３】
　一変形形態では、芯が、その長手方向軸の周りに半回転よりも多く、例えば完全な1回
転にわたって延在して輪を成すブレードの形をとる、塗布要素を支持してよい。
【００４４】
　変形形態では、塗布要素のいくつかまたは全てが、他の任意の形状、特に円筒形形状、
または先細の切頭円錐形形状もしくは特に六角形の底面を有する角錐形形状を有する、ス
パイクである。さらなる一変形形態では、塗布要素のいくつかまたは全てが、正面から見
ると、非対称形状、および外向きに凸状の縁部を有し、芯から遠ざかる方向にそれらの高
さの少なくとも一部にわたって狭まり、前記凸状の縁部に向かって減少する幅を有する、
スパイクである。
【００４５】
　塗布要素の、特にスパイクの断面は、実質的に円形、半円形(半月形と呼ぶ)、楕円形、
または半楕円形の形状を有してもよく、例えば多角形、特に六角形でもよい。
【００４６】
　少なくとも1つの塗布要素は、丸い、特に半球形の自由端が末端になっていてよく、そ
の曲率半径は、0.04mmから0.2mmの間であってよい。
【００４７】
　芯の第2の面および第3の面上、ならびにそれらの間の稜線上の上述のスパイクは、芯の
長手方向軸の周りに塗布要素の円周方向列の形で配置されてよく、芯の長手方向軸に沿っ
た連続する2つの円周方向列は、特に円周方向列の塗布要素間の角度ピッチの半分に等し
い、ゼロ以外の角度で、角度的にオフセットされる。
【００４８】
　第2の面および第3の面上、ならびにそれらの間の稜線上の、長手方向列内の塗布要素間
の間隔は、第1の面上の長手方向列内の塗布要素間の間隔よりも大きくてよく、特に2倍の
大きさでよい。「長手方向列内の塗布要素間の間隔」という表現は、段nおよび段n+1の2
つの塗布要素間の、列の長手方向軸に沿って2つの塗布要素のそれぞれに対応する2つの中
間面間で測定された間隔を意味するものと理解されたい。
【００４９】
　全く同じ長手方向列内では、段nおよび段n+1の2つの塗布要素、特に2つのスパイク間の
間隔は、0.25mmから3mmの間、さらに良好には0.65mmから2.2mmの間であってよい。
【００５０】
　アプリケータ部材の芯の面に沿った塗布要素のこの配置および形状が、ユーザに、使用
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される面に応じた異なるメイクアップ効果をもたらす。ユーザは、第1の面を使用してま
つ毛に製品を堆積させ、アプリケータ部材の残りの部分を使用して、まつ毛を分離および
カールすることができる。
【００５１】
　少なくとも1つの塗布要素が、芯から、塗布要素が芯に取り付けられている点のところ
の芯の表面に局所的に垂直な延長軸に沿って延在してよい。好ましくは、塗布要素はそれ
ぞれ、芯から、塗布要素が芯に取り付けられている点のところの芯の表面に局所的に垂直
な延長軸に沿って延在する。この延長軸は、径方向であってよい。
【００５２】
　一変形形態では、塗布要素の延長軸が、塗布要素が芯に取り付けられている点のところ
の芯の表面と、90°以外の角度を成す。
【００５３】
　塗布要素の高さは、長手方向列ごとに変化してよい。芯の第1の面が、塗布要素の少な
くとも2つの長手方向外側列と、それらが囲む塗布要素の長手方向中心列とを支持すると
き、第1の面上の長手方向列内の塗布要素の高さは、第2の面および第3の面上、ならびに
それらの間の稜線上の、長手方向列内の塗布要素の高さよりも大きくてよい。芯の第1の
面が、ブレードの形をとる塗布要素の単一の長手方向列を支持するとき、これらの塗布要
素の高さは、第2の面および第3の面上、ならびにそれらの間の稜線上の、長手方向列内の
塗布要素の高さよりも小さい。一変形形態では、塗布要素は全て、長手方向列が異なって
も同じ高さである。
【００５４】
　少なくとも1つの塗布要素、さらに良好には各塗布要素または大多数の塗布要素の高さ
は、0.15mmから3.75mmの間、さらに良好には0.5mmから2.5mmの間であってよい。「塗布要
素の高さ」という表現は、塗布要素の延長軸に沿って、塗布要素の自由端と、塗布要素が
それによって芯に取り付けられる塗布要素の基部との間で測定された距離を表す。
【００５５】
　塗布要素の高さは、芯の長手方向軸に沿って一定であってよい。一変形形態では、塗布
要素の高さは、芯の長手方向軸に沿って例えば単調に変化する。1つの長手方向列内で、
塗布要素の高さは、芯の遠位端の方向に、特にアプリケータ部材の可視長の少なくとも半
分に沿って、減少することができる。
【００５６】
　塗布要素は、0.15mmから1.2mmの間、さらに良好には0.35mmから0.85mmの間の幅を有し
てよい。「塗布要素の幅」という表現は、芯の長手方向軸に沿った、断面における塗布要
素の最大横断寸法を表す。
【００５７】
　芯の第1の面が、ブレードの形をとる塗布要素の単一の長手方向列を支持するとき、こ
れらの塗布要素は、芯の長手方向軸に垂直に測定された、0.5mmから4mmの間、さらに良好
には1mmから3.5mmの間の長さを有してよい。
【００５８】
　アプリケータ部材の塗布要素の自由端は、側面から見ると例えば三日月の全体形状を有
する、アプリケータ部材の包絡面を画定する。
【００５９】
　アプリケータ部材の包絡面は、アプリケータ部材の長さの少なくとも一部に沿って、特
に芯の、塗布要素を支持する部分の半分よりも多くに沿って実質的に一定である、最大横
断寸法を有してよい。
【００６０】
　芯および塗布要素は、全く同じ材料から成形され得、または一変形形態では、それらが
少なくとも2種の異なる材料から作成され得る。
【００６１】
　芯および/または塗布要素は、好ましくは、熱可塑性材料で作成され、特にエラストマ
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ー系熱可塑性材料から作成される。
【００６２】
　一変形形態では、アプリケータ部材は、撚り芯をもつブラシである。この場合、アプリ
ケータ部材の芯は、それ自体に対して折り曲げられるワイヤから成る少なくとも2本のア
ームを有してよく、前記アームは、撚り合わされて巻回を画定し、芯の巻回間にブラシ毛
が保持され得る。
【００６３】
　アプリケータ
　柄は、第2の端部において把持部材に固定されてよい。
【００６４】
　アプリケータ部材は成形されてよく、特に、二重射出成形(bi-injection-moulding)ま
たは単一射出成形(mono-injection-moulding)によって柄とともに作製される。
【００６５】
　アプリケータ部材は柄に、圧力嵌合、低温状態での嵌合または高温状態での嵌合、オー
バーモールディング、加圧、圧着、ねじ留めによって固定されてよく、特にアプリケータ
部材が撚り芯をもつブラシであるときは、アプリケータ部材が製造された後に、その芯が
好ましくは、柄内の既存のハウジングに挿入される。変形形態では、アプリケータ部材は
柄に、スナップ留め、接着接合、溶接、ステープル留めによって、例えば、アプリケータ
部材の端部片が柄内のハウジング内に装着されることによって、固定される。さらなる一
変形形態では、柄が、芯内に設けられたハウジング内に受領される。
【００６６】
　アプリケータ部材の芯は中実でよく、例えばアプリケータの柄に固定するための端部片
とともに成形される。
【００６７】
　塗布要素は、芯が取り付けられるアプリケータの柄を作製するのに使用される材料より
も多少剛性の材料で作成されてよい。
【００６８】
　柄は、第1の剛性部分と、それを遠位側に延長する、アプリケータ部材を支持する例え
ばエラストマーで作成された第2のより可撓性の部分とを有してよい。
【００６９】
　アプリケータ部材の可視長は、14mmから35mmの間、さらに良好には19mmから28mmの間で
あってよい。
【００７０】
　アプリケータは、50から680本の塗布要素、さらに良好には70から420本の塗布要素を有
してよい。
【００７１】
塗布デバイス
　本発明のさらなる主題は、化粧用、メイクアップ用、またはケア用の製品をパッケージ
ングし、それをヒトケラチン繊維、特にまつ毛および/または眉毛に塗布するためのデバ
イスであって、本発明によるアプリケータと、塗布される製品を収容する容器とを有する
、デバイスである。
【００７２】
　アプリケータの把持部材は、容器を閉塞するためのキャップを構成してよい。
【００７３】
　容器は、好ましくは、払拭リップのある、柄およびアプリケータ部材を払拭するのに適
した払拭部材を有する。
【００７４】
　製品は、好ましくはマスカラである。
【００７５】
　本発明は、添付の図面を参照して、本発明の非限定的な実装例についての以下の詳細な
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記載を読むことから、より良く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明に従って作製された例示的なパッケージングおよび塗布デバイスの、部分
長手方向断面における概略立面図である。
【図２】図1のデバイスのアプリケータ部材および柄のみの斜視側面図である。
【図３】図1のデバイスのアプリケータ部材および柄のみの斜視正面図である。
【図４】図1のデバイスのアプリケータ部材および柄のみの斜視上面図である。
【図５】図1のデバイスのアプリケータ部材および柄のみの斜視底面図である。
【図５Ａ】図5のアプリケータ部材の詳細を示す図である。
【図６】本発明によるアプリケータ部材のみの一変形実施形態の斜視側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　図1は、アプリケータ2と、ヒトケラチン繊維、特にまつ毛および/または眉毛に塗布さ
れる製品P、例えばマスカラまたはケア製品を収容する、関連の容器3とを有する、本発明
に従って作製されたパッケージングおよび塗布デバイス1を示す。
【００７８】
　容器3は、当該の例では、ねじ切りされたネック4を有し、アプリケータ2は、容器3が使
用されていないときにそれを密閉式に閉塞すべくネック4上に固定されるように設計され
た、閉塞キャップ5を有し、この閉塞キャップ5は、アプリケータ2の把持部材も成してい
る。
【００７９】
　アプリケータ2は柄7を有し、柄7は、その近位端12において、閉塞キャップ5に取り付け
られ、その遠位端11において、記載する例では中心にある長手方向軸Xに沿って延在する
芯10を有するアプリケータ部材8に取り付けられている。
【００８０】
　容器3は、ネック4に挿入された払拭部材6も有する。
【００８１】
　どのような適切なタイプのものでもよいこの払拭部材6は、当該の例では、アプリケー
タ2が容器3から引き抜かれるときに柄7およびアプリケータ部材8を払拭するように設計さ
れた、リップを有する。このリップは、柄7の直径に適合された直径を有する払拭オリフ
ィス6aを画定する。払拭部材6は、エラストマーで作成されてよい。払拭オリフィス6aは
、例えば円形形状を有する。
【００８２】
　図示の例では、柄7は円形断面を有するが、柄7が他の何らかの断面を有しても本発明の
範囲からは逸脱せず、その場合、必要ならば、ねじって留める以外の何らかの方法で容器
3上にキャップ5を固定することが可能である。払拭部材6は、適切な場合には、柄7の形状
およびアプリケータ部材8の形状に適合される。
【００８３】
　好ましくは、当該の例と同様に、柄7は、柄の長さの約3分の2に沿った直線状長手方向
軸Yに沿って延在する直線状部分7aと、曲線を成す長手方向軸Zに沿って延在する湾曲状部
分7bとを有する。
【００８４】
　図2に特に示すように、柄7の直線状部分7aの長手方向軸Yと柄7の湾曲状部分7bの長手方
向軸Zとの間の、前記直線状部分7aの長手方向軸Yに垂直に測定された距離dtは、有利には
、柄7の遠位端11の方向に増加して、アプリケータ部材8が柄7に取り付けられている点の
ところで、特に1.5mmから5.5mmの間、さらに良好には2.65mmから4.5mmの間の最大値Dtに
到達する。
【００８５】
　好ましくは、当該の例と同様に、アプリケータ部材8の芯10の長手方向軸Xと柄7の直線
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状部分7aの長手方向軸Yとの間の、前記直線状部分7aの長手方向軸Yに垂直に測定された距
離d0は、柄7の遠位端11からアプリケータ部材8の長さの一部に沿って遠ざかることによっ
て減少する。
【００８６】
　したがって、柄7は、有利には、その遠位端11において肘状屈曲を成す。
【００８７】
　好ましくは、記載する例と同様に、柄7の湾曲状部分7bは、一定の曲率半径R1を有する
円の弧に沿って延在する。
【００８８】
　図2に見ることができるように、柄7の湾曲状部分7bの断面は、有利には、柄7の遠位端1
1の方向に狭まる。
【００８９】
　柄7の直線状部分7aの長手方向軸Yは容器3の長手方向軸と、アプリケータ2が容器3上で
定位置にあるとき一致してよい。
【００９０】
　必要であれば、柄7はその、払拭部材6のリップと対向する位置にある部分に、保管の間
リップに必要以上に機械的応力をかけないように、環状狭小部を有してよい。
【００９１】
　アプリケータ部材8は成形されてよく、例えば、二重射出成形または単一射出成形によ
って柄7とともに作製される。
【００９２】
　アプリケータ部材8は、それを柄7の対応するハウジング内に固定するための端部片9を
有してよい。
【００９３】
　アプリケータ部材8は、柄7のこのハウジング内に、任意の手段によって、特に圧力嵌合
、スナップ留め、接着接合、溶接、ステープル留め、または圧着によって、固定されてよ
い。
【００９４】
　好ましくは、当該の例と同様に、アプリケータ部材8の芯10の長手方向軸Xは、図2に見
ることができるように、一定の曲率半径R2を有する円の弧に沿って延在して、曲線を成す
。柄の湾曲状部分の曲率半径R1およびアプリケータ部材の芯の曲率半径R2は、記載する例
では実質的に同じである。
【００９５】
　好ましくは、当該の例と同様に、芯10の長手方向軸Xは、長手方向軸Yとゼロ以外の角度
を成す。
【００９６】
　図2に特に見ることができるように、芯10の長手方向軸Xと柄7の直線状部分7aの長手方
向軸Yとの間の距離doは、有利には、芯10の近位端14および遠位端13からある距離のとこ
ろに、当該の例では芯10の長さに沿った中程に位置する、芯10の点のところで、最小値D0
となり、次いで、芯10の遠位端13の方向に、例えば最大値Dtに再度到達するまで増加する
。
【００９７】
　アプリケータ部材8の芯10の接線Tは、柄7の直線状部分7aの長手方向軸Yに平行であって
よく、特に、図2に示すようにアプリケータ部材8が湾曲状であるとき、そのドーム形部8a
の接線は、柄7の直線状部分7aの長手方向軸Yに平行であってよい。
【００９８】
　柄7の直線状部分7aの長手方向軸Yと、柄7の遠位端11を通過するとともに柄7が湾曲し始
める地点7cにおいてこの軸Yを通過する直線Dとの間の角度オフセットγは、5°から55°
の間、さらに良好には10°から45°の間であってよい。
【００９９】



(12) JP 6531175 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

　芯10の遠位端13および柄7の遠位端11は、記載する例では、図2に示すように、柄7の直
線状部分7aの長手方向軸Yに平行な直線Dp上に位置する。
【０１００】
　特に図2に見ることができるように、芯10は、長手方向軸Yの、柄7の遠位端11と同じ側
に延在してよい。
【０１０１】
　図2に示すように、芯10の遠位端13は、柄7の近位端12に対して中心が外れていてよい。
【０１０２】
　図1から図5Aの例では、芯10は、芯10から芯10の周り全体に複数の長手方向列の形で延
在する、スパイク18、16、15、および/または19の形をとる塗布要素を支持する。塗布要
素の各長手方向列の軸は、好ましくは、芯10の長手方向軸Xに平行である。
【０１０３】
　アプリケータ部材8の可視長Hは、例えば、26.5mmに等しい。
【０１０４】
　図示の例では、塗布要素18、16、15、および19はそれぞれ、芯10から、塗布要素が芯10
に取り付けられている点のところの芯の表面に垂直な延長軸Wに沿って延在する。
【０１０５】
　特に図3に見ることができるように、アプリケータ部材8の芯10は、当該の例では、その
長手方向軸Xに垂直にみたときに、三角形の全体形状をもつ断面を有し、芯10は3つの面21
、22、23を有する。
【０１０６】
　第1の面21は、塗布要素16、15の3つの平行な長手方向列31、32、33を支持してよく、図
5に特に見ることができるように、そのうち2つの長手方向外側列31、33が、前記2つの外
側列31、33に対して軸方向にオフセットされている長手方向中心列32を囲む。
【０１０７】
　図3および図4に示すように、芯10の第2の面22および第3の面23はそれぞれ、塗布要素18
の2つの長手方向列34、35、37、38を支持してよく、芯10は、第2の面22と第3の面23との
間の稜線24上に位置する塗布要素18の追加の長手方向列36を支持する。
【０１０８】
　図4に見ることができるように、芯10の第2の面22および第3の面23上、ならびにそれら
の間の稜線24上の塗布要素18は、芯10の長手方向軸Xの周りに塗布要素18の円周方向列の
形で配置されてよく、芯10の長手方向軸Xに沿った連続する2つの円周方向列41、42は、好
ましくは、特に円周方向列41の塗布要素18間の角度ピッチの半分に等しい、ゼロ以外の角
度で、角度的にオフセットされる。
【０１０９】
　塗布要素18、16、および15は、さまざまな形状を有してよい。当該の例では、特に図4
および図5Aに見ることができるように、第2の面22および第3の面23、ならびに稜線24に属
する塗布要素18は、円錐形形状を有し、第1の面21上の外側列31、33に属する塗布要素16
は、半円錐形形状を有し、第1の面21上の中心列32に属する塗布要素15は、角錐形形状を
有する。
【０１１０】
　第2の面22および第3の面23上、ならびにそれらの間の稜線24上の、長手方向列内の塗布
要素18間の間隔Sp1は、当該の例では、第1の面21上の長手方向列内の塗布要素16、15間の
間隔Sp2よりも大きく、特に2倍の大きさである。
【０１１１】
　図3に見ることができるように、第1の面21上の長手方向列31、32、33内の塗布要素16、
15の高さは、記載する例では、第2の面22および第3の面23上、ならびにそれらの間の稜線
24上の、長手方向列34、35、36、37、38内の塗布要素18の高さよりも大きい。図示してい
ない一変形形態では、塗布要素18、16、および15は全て、長手方向列が異なっても同じ高
さである。
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【０１１２】
　当該の例では、塗布要素18、16、および15の高さは、各長手方向列内で、芯10の長手方
向軸Xに沿って一定である。図示していない一変形形態では、塗布要素18、16、および15
の高さは、芯10の長手方向軸Xに沿って変化する。
【０１１３】
　塗布要素18、16、および15の高さは、0.5mmから2.5mmの間であってよい。
【０１１４】
　図6に示す変形形態では、ブレードの形をとり、それぞれが芯10の長手方向軸Xに対して
横断方向に延在する塗布要素19の長手方向列39を、芯10の第1の面21が支持する。
【０１１５】
　これらの塗布要素19は、記載する例では、それらの側面に、長手方向軸Xに対して横断
方向に延在する補強材19aを有する。
【０１１６】
　これらの塗布要素19の高さは、有利には、第2の面22および第3の面23上、ならびにそれ
らの間の稜線24上の、長手方向列34、35、36、37、38内の塗布要素18の高さ未満である。
【０１１７】
　当該の例では、塗布要素18、16、15、および/または19の自由端28が、芯10の長手方向
軸Xと一致し、前記軸Xの周りで対称ではなく、かつ図2に見られるような側面から見ると
三日月の全体形状を有する長手方向軸を有する、アプリケータ部材8の包絡面Sを画定する
。
【０１１８】
　塗布要素18、16、15、および/または19は、当該の例では、熱可塑性材料を成形するこ
とによって、芯10と一体に作成される。
【０１１９】
　アプリケータ部材8を成形するために、比較的剛性であるかまたは比較的剛性でない任
意の熱可塑性材料、例えばSEBS、シリコーン、ラテックス、滑り性が改善された材料、ブ
チル、EPDM、ニトリル、熱可塑性エラストマー、ポリエステルエラストマー、ポリアミド
エラストマー、ポリエチレンエラストマー、もしくはビニルエラストマー、PEやPPなどの
ポリオレフィン、PVC、EVA、PS、SEBS、SIS、PET、POM、PU、SAM、PA、またはPMMAが使用
され得る。例えばアルミナベースのセラミック、例えば尿素ホルムアルデヒドタイプの樹
脂、また場合によっては充填剤として黒鉛を含有する材料を使用することも可能である。
特に、Teflon(登録商標)、Hytrel(登録商標)、Cariflex(登録商標)、Alixine(登録商標)
、Santoprene(登録商標)、Pebax(登録商標)、およびPollobas(登録商標)という商標名で
知られている材料を使用することが可能であり、このリストは限定的なものではない。
【０１２０】
　図示していない一変形形態では、アプリケータ部材8は、撚り芯をもつブラシである。
この場合、アプリケータ部材8の芯10は、それ自体に対して折り曲げられるワイヤから成
る少なくとも2本のアームを有してよく、前記アームは、撚り合わされて巻回を画定し、
芯10の巻回間にブラシ毛が保持され得る。
【０１２１】
　デバイス1を使用するために、ユーザは、閉塞キャップ5をねじって外し、容器3からア
プリケータ部材8を引き抜く。ユーザは、第1の面21を使用して、まつ毛および/または眉
毛に製品Pを堆積させ、アプリケータ部材8の残りの部分を使用して、まつ毛および/また
は眉毛を分離およびカールすることができる。柄7とアプリケータ部材8との間に存在する
肘状屈曲のおかげで、ユーザは特に、柄7がユーザの頬に接触することによって妨げられ
ることなく、目の外端および内端に位置するまつ毛に到達することができる。
【０１２２】
　言うまでもなく、本発明は、ここまでに記載してきた例示的な実施形態に限定されない
。
【０１２３】
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　アプリケータ部材8は、振動することができてよく、すなわち、例えば出願WO2006/0903
43に記載されているように、製品Pを塗布し、梳かし込み、またはピックアップする間に
、アプリケータ部材8に振動を加えることが可能である。
【０１２４】
　さらなる一変形形態では、アプリケータ部材8は加熱されてよく、すなわちケラチン繊
維、まつ毛および/または眉毛、ならびに/あるいはアプリケータ部材8の塗布要素18、16
、15、および/もしくは19ならびに/または芯10を加熱するための、加熱素子を有してよい
。
【０１２５】
　アプリケータ部材8は、銀塩、銅塩、防腐剤、および製品P用の少なくとも1種の防腐剤
など、任意の殺菌剤を備えてよい。
【０１２６】
　芯10ならびに/または塗布要素18、16、15、および/もしくは19はさらに、粒子、例えば
充填剤、特に磁性、静菌性の化合物、または湿気を吸収する化合物、あるいは塗布要素18
、16、15、および/もしくは19の表面上に粗さを生み出すための、またはまつ毛および/も
しくは眉毛が塗布要素上で滑るのを助けるための化合物を備えてよい。芯10および塗布要
素18、16、15、または19のうちの少なくとも1つは、フロック加工されてもよく、任意の
熱処理または機械的処理を受けてもよい。
【０１２７】
　これとは逆の定めのない限り、「1つの～を有する」という表現は、「少なくとも1つの
～を備える」と同義であると理解すべきであり、「間の」という表現は、制限範囲を含む
ものと理解される。
【符号の説明】
【０１２８】
　　1　パッケージングおよび塗布デバイス
　　2　アプリケータ
　　3　容器
　　4　ネック
　　5　閉塞キャップ
　　6　払拭部材
　　6a　払拭オリフィス
　　7　柄
　　7a　直線状部分
　　7b　湾曲状部分
　　7c　地点
　　8　アプリケータ部材
　　8a　ドーム形部
　　9　端部片
　　10　芯
　　11　遠位端
　　12　近位端
　　13　遠位端
　　14　近位端
　　15　スパイク、塗布要素
　　16　スパイク、塗布要素
　　18　スパイク、塗布要素
　　19　スパイク、塗布要素
　　19a　補強材
　　21　第1の面
　　22　第2の面
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　　23　第3の面
　　24　稜線
　　28　自由端
　　31　長手方向外側列
　　32　長手方向中心列
　　33　長手方向外側列
　　34　長手方向列
　　35　長手方向列
　　36　長手方向列
　　37　長手方向列
　　38　長手方向列
　　39　長手方向列
　　41　円周方向列
　　42　円周方向列
　　D　直線
　　Dt　最大値
　　dt　距離
　　D0　最小値
　　d0　距離
　　Dp　直線
　　H　可視長
　　P　製品
　　R1　曲率半径
　　R2　曲率半径
　　S　包絡面
　　Sp1　間隔
　　Sp2　間隔
　　T　接線
　　W　延長軸
　　X　長手方向軸
　　Y　直線状長手方向軸
　　Z　曲線を成す長手方向軸
　　γ　角度オフセット
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